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平成２８年度 優秀映像教材選奨 参加要領 
 

Ⅰ．趣  旨 

    この選奨は、教育に利用される映像教材の制作と利用の向上進展を図ることを目的とする。小学

校（幼稚園含）部門、中学校部門、高等学校部門においては、教育映像及び教育デジタルコンテンツ

の別により審査を行う。社会教育部門、職能教育部門、児童劇・動画部門、教養部門は、教育映像の

みとする。 

 

Ⅱ.実施方法 

 １．参加部門 

  （１）小学校（幼稚園含）部門 

【教育映像】 

     （各教科等に関する映像教材）          映画・ＤＶＤ等 

【教育デジタルコンテンツ】 

（各教科等に関する映像クリップ、デジタル教材） コンピュータ教材（ＤＶＤ・ＣＤ） 

 

（２）中学校部門 

【教育映像】 

    （各教科等に関する映像教材）          映画・ＤＶＤ等 

【教育デジタルコンテンツ】 

（各教科等に関する映像クリップ、デジタル教材） コンピュータ教材（ＤＶＤ・ＣＤ） 

 

（３）高等学校部門 

【教育映像】 

    （各教科等に関する映像教材）          映画・ＤＶＤ等 

【教育デジタルコンテンツ】 

（各教科等に関する映像クリップ、デジタル教材） コンピュータ教材（ＤＶＤ・ＣＤ） 

 

  （４）社会教育部門 

【教育映像】 

① 家庭生活向（参加作品の部門・領域等分類 参照） 映画・ＤＶＤ等 

② 市民生活向（      同  上       ） 映画・ＤＶＤ等 

 

  （５）職能教育部門 

 【教育映像】 

（参加作品の部門・領域等分類 参照）       映画・ＤＶＤ等 

 

  （６）児童劇・動画部門 

【教育映像】 

（児童劇および動画）               映画・ＤＶＤ等 

 

  （７）教養部門 

【教育映像】 

  （参加作品の部門・領域等分類 参照）       映画・ＤＶＤ等 
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  ２．参加条件 

【教育映像】 

  （１）完成時期 

平成２７年６月１日から平成２８年５月３１日までに完成した作品とする。 

  （２）メディア 

１６ミリフィルム、ＤＶＤ（ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ）またはＢｌｕ－ｒａｙとする。 

  （３）参加できない作品 

① 外国語版及び外国製作の日本語版 

② 市販されない作品 

③ 上映時間が１時間を著しく超える作品 

④ メディアに収められている付録映像が、本編を著しく超える作品 

⑤ 放送を主目的として製作された作品 

⑥ 素材映像データベース作品及び、専ら個別学習用に製作された映像教材 

  （４）参加本数 

     １社の参加本数は、制限しないものとする。 

  （５）参加料 

本選奨に参加する製作者が、日本視聴覚教育協会の維持会員でない場合は、参加料として

 維持会費相当分の６０,０００円を６月１日（水）までに納めるものとする。  

  （６）スポンサーの許諾について 

受注作品については、事前にスポンサーの了解をとり参加するものとする。 

 

【教育デジタルコンテンツ】 

  （１）完成時期 

平成２７年６月１日から平成２８年５月３１日までに完成した作品とする。 

  （２）動作環境及びメディア 

各種ＰＣ等で動作するコンピュータソフトウェアとし、ＤＶＤ、ＣＤ等での提出とする。 

  （３）参加できない教材 

① 外国語版及び外国製作の日本語版 

② 市販されない教材 

③ 映像の総上映時間、コンテンツの閲覧が２時間を著しく超える教材 

④ 専ら個別学習用に製作された教材 

⑤ ネットワーク型教材、教材作成ツール、ドリル型教材、フラッシュカード型教材 

（フラッシュアニメーションは含まない） 

⑥ 動画を含まない教材 

⑦ 放送及びインターネット常時接続環境下での配信を主目的として製作された教材 

  （４）参加本数 

１社の参加本数は、各部門３本以内とする。 

  （５）参加料 

本選奨に参加する製作者が、日本視聴覚教育協会の維持会員でない場合は、参加料として

 維持会費相当分の６０,０００円を６月１日（水）までに納めるものとする。 

 

 ３．審  査 

  （１）審査は、学識経験者、学校・社会・職能教育関係者及び関係機関・団体等の代表者によっ

て審査委員会を構成し、各部門別に行う。 
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  （２）入賞作品の選出は、次の教科、領域別を考慮して行う。 

① 小学校（幼稚園含）部門は、【教育映像】･【教育デジタルコンテンツ】それぞれにお

ける各教科等別 

②  中学校部門は、【教育映像】･【教育デジタルコンテンツ】それぞれにおける各教科等

別 

③  高等学校部門は、【教育映像】･【教育デジタルコンテンツ】それぞれにおける各教科

等別 

④ 社会教育部門は、家庭生活、市民生活の領域別 

⑤ 職能教育部門は、職能の領域別 

⑥ 児童劇・動画部門は、児童劇、動画の別 

⑦ 教養部門は、文化、科学、産業、記録の別 

（３）上記（２）で選出された入賞作品の中から、さらに最優秀作品（文部科学大臣賞）を次の

範囲内で各１本選出する。 

① 小学校（幼稚園含）部門    教育映像 

②    同                教育デジタルコンテンツ 

③ 中学校部門                教育映像 

④    同            教育デジタルコンテンツ 

⑤ 高等学校部門        教育映像 

⑥    同            教育デジタルコンテンツ 

⑦ 社会教育部門 家庭生活向  教育映像 

⑧     同    市民生活向  教育映像 

⑨ 職能教育部門         教育映像 

⑩ 児童劇・動画部門       教育映像 

⑪ 教養部門           教育映像 

 

 ４．賞 

  （１）最優秀作品賞 

     文部科学大臣賞、日本視聴覚教育協会会長賞 

  （２）優秀作品賞（最優秀作品を除く入賞作品） 

     日本視聴覚教育協会会長賞 

 

 ５．審査委員 

  （１）小学校（幼稚園含）部門  幼稚園・小学校教職員、教育機関関係者等 

  （２）中学校部門        中学校教職員、教育機関関係者等 

  （３）高等学校部門       高等学校教職員、教育機関関係者等 

  （４）社会教育部門       社会教育主事、関係機関・団体関係者、学識経験者等 

  （５）職能教育部門       関係機関・団体関係者、学識経験者等 

  （６）児童劇・動画部門     学校・社会教育関係者、学識経験者等 

  （７）教養部門         社会教育関係者、学識経験者、報道関係者等 

 

 ６．参加方法 

  （１）参加申込 

本選奨に参加を希望する製作者は、所定の出品申込書(１部)に所要事項を明記の上、作品 

１本及び解説書（作品の制作意図・内容等）１５部を添えて、平成２８年６月１日（水）まで 

に事務局宛に申込むこと。 
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【教育映像】 

ＤＶＤ等での参加にあたっては、チャプターの映像時間を明記したもの（様式任意）を添付

すること。 

 

【教育デジタルコンテンツ】 

    参加にあたっては、教材の構成及びそれぞれの映像の上映時間、コンテンツの階層図等

を明記したもの（様式任意）を添付すること。 

 

 

  （２）参加作品の返却 

    参加作品は、作品預かり証（申込時に交付）を持参の上、表彰式終了後1ヶ月以内に引

き取ること。宅急便にて返却を希望する場合は、申込用紙に記載の上、所定の着払い伝票

を提出すること。 

 

 

 

 

 

 

   主 催   一般財団法人 日本視聴覚教育協会 

 

   後 援   文部科学省、毎日新聞社（一部申請中） 

 

     発 表   平成２８年  ８月 ５日（金） （予定）新聞発表ほか 

 

   表彰式   平成２８年  ９月 ９日（金） （東京霞が関ビル ・東海大学校友会館） 

 

 

   参加申込先  一般財団法人 日本視聴覚教育協会 事務局 

 

 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3－10－11  虎ノ門ＰＦビル 

（TEL）03-3431-2186   （FAX）03-3431-2192 

（HP）http://www.javea.or.jp/ 

（Mail）info@javea.or.jp 
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参 加 作 品 の 部 門 ・ 領 域 等 分 類 

 

    （小学校(幼稚園含)部門、中学校部門、高等学校部門)及び児童劇・動画部門を除く。） 
 

 部門      領   域                   内       容 

 

 

 

 

  社 

 

 

  会 

 

 

  教 

 

 

  育 

 家 

 庭 

 生の 

 活向 

  上 

  家庭生活 

 

 

 

  家庭教育 

  家庭の生活設計、家庭の消費生活、家族の人間関係、食生活、 

 

  食品調理、家庭介護、保健衛生、健康管理、 ･･･等 

 

  乳幼児期、少年期、青年期、 ･･･等 

 

 

 

  市 

  民 

  生 

  活 

  の 

  向 

  上 

  人生設計 

 

  地域社会生活 

 

 

 

 

 

  国民生活 

 

 

 

  国際性 

  人生設計、生き方、 ･･･等 

 

  自然保護、生活環境改善、交通安全、災害予防、地域開発、 

 

  地域の保健・福祉、市民意識、社会の連帯、グループ活動、 

 

  ボランティア、 ･･･等 

 

  政治、経済、法律、社会、男女共同参画、高齢化社会、 

 

  消費者保護、資源、エネルギー、地域環境保全、 ･･･等 

 

  国際貢献、国際協力、国際平和、外国人との交流、 ･･･等 

  職 

 

  能 

 

  教 

 

  育 

      職業生活一般 

 

 

 

      職業の知識技術 

  職場の人間関係、経営と労働、職業倫理、職業と家庭生活、 

 

  職場の健康・安全、障害者の雇用、就職・転職、 ･･･等 

 

  農業、畜産、水産業、工業、商業、現職教育、医療・福祉、 

 

  科学技術、事務処理、知的所有権、情報処理技術、 ･･･等 

 

 

  教 

 

 

 

  養 

      文   化 

 

 

 

      科   学 

 

      産   業 

 

      記   録 

  歴史、伝記、伝統工芸、伝統芸能、美術、音楽、演劇、文学、 

 

  民話、童話・寓話、趣味活動、 ･･･等 

 

  自然科学、医学、科学技術、 ･･･等 

 

  産業紹介、施設・機関紹介、 ･･･等 

 

  風俗習慣、地理、紀行、スポーツ、 ･･･等 

 

 

 


